
預言者エレミヤの祭儀批判

― エレミヤ7：1-8：3をめぐって―
(その２・偶像崇拝と「自衛」戦争)

古 賀 清 敬
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Ⅰ．エレミヤ7：16-20のコンテクスト

筆者はさきに，エレミヤ7：1-8：3全体が

「真実の礼拝」をめぐるテーマで一貫している

とのフィッシャー（G.
(1)

Fischer）など多くの研

究者の見解を支持し，そのうえでエレミヤ

7：1-15の各ユニットおよびその伝承と編集

について考察し
(2)

た。ここではそれを受けてエ

レミヤ7：16-20とエレミヤ7：1-15との関

連性をまず検討しておきたい。

先行箇所（7：1-15）が神殿という公的な礼

拝祭儀の場であるのに対して，ここでは家庭

という私的な場での逸脱した礼拝が取りあげ

られていると捉え，その展開を指摘すること

もあながち間違いではないであろ
(3)

う。さらに

それが大衆的な広がりをもって行われている

様子も，17節から容易に推測でき
(4)

る。また，

「場所」，「父祖たち」などの共通のキーワード

が使用されている点も，先行箇所との関連性

を示している。内容的には，7：1-15では，た

とえ正規の神殿礼拝であろうが，社会的正義

を踏みにじり，他の神々にはしるならヤハ

ウェ神の審判は避けられないとの告発であっ

た。それに対してここでは，露骨な偶像崇拝

そのものが指摘されていることと，もはやエ

レミヤのとりなしもヤハウェは聞くわけには

いかない最悪の状況であることとが語られて

いる。

ホラデー（W.L.Holladay）は，この箇所

がエレミヤ自身のものか申命記史家などの編

集によるものかという問題と，執り成しの祈

りの禁止は預言者エレミヤ自身の活動経歴の

どこに適合するのかという問題を取りあげて

いる。そしてその用語法がステレオタイプで

ないことや，神がエレミヤに告げた執り成し

の禁止の理由はそのまま民の罪への告発と

なっており，20節はふたたび使者の告知定式

になっていることから，7：1-15に続けて預

言者に語るべく与えられた審判告知であると

する。そのうえで，エホヤキム王がエレミヤ

の巻物を火に燃やした直後（エレミヤ36章，

BC601の12月）がもっとも適合する時期で

あると主張してい
(5)

る。

一方，ヴァイザー（A.Weiser）は，「26章

の報告によれば，神殿演説はシロの破壊につ

いて語った直後，強制的に中断させられたの

であるから，７章16節以下がこの演説の続き

であるとは考えられない。同じことは，更に，

16-20節がヤハウェとエレミヤとの対話で

あって，さしあたり公の場での演説という性

格をもっていなかったし，扱う問題も全く別

である，ということからも確認され
(6)

る」と，
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両者の実態的関連性を認めてはいない。もっ

とも，7：1-8：3が祭儀という共通テーマで

編集されていることは明言している。

ルンドボーム（J.R.Lundbom）は，両者の

修辞法的な構造に着目し，文体上の関連性を

認めている。すなわち，「わたしは聞かない」

（16節）には「しかし，あなたたちは聞こうと

せず」（13節）が，「この場所」（20節）には

「わたしの場所」「この場所」（12，14節）がそ

れぞれ対応しているというのであ
(7)

る。

クレイギー（P.C.Craigie）は，「この箇所

が，預言者の活動において先行する部分とは

異なる時期や場合であるとしても，それにも

かかわらず現在の文脈に統合されてい
(8)

る」と

して，その一貫テーマをエルサレムにおける

礼拝の誤用であるとみている。そして，神殿

説教での審判告知があまりに確定的で避けら

れない語調であったので，預言者に執り成し

てほしいとだれしも期待したであろうが，そ

れに呼応しているのがこの祈りを禁じられて

いる箇所である，と編集上の文脈をとらえて

い
(9)

る。

筆者は，ヴァイザーのようにエレミヤ26章

の記事で報告されている内容が出来事のすべ

てであるかのような前提で判断するのは慎重

であった方がよいと考える。そのうえで，と

くにクレイギーとおなじく編集上の意図を重

視すべきではないかと考える。ただ，先行箇

所との関連はクレイギーのように読者の側に

ひきすえて，しかも民であれ読者であれ預言

者に執り成しを期待するほど事態は楽観的で

はないと判断する。むしろ，場面上の臨場感

からすれば，聴衆であるユダの民の猛反発を

招いた可能性が高い。エレミヤ26章でも，エ

レミヤを死刑にしようとの緊迫した状況が描

かれている。

では，聴衆はどのような反応を行ったであ

ろうか。神殿祭儀への批判の理由として，社

会的正義の欠落とバアルなどの異教祭儀への

逸脱が挙げられていた（7：5-9）。それに対す

る聴衆の反論として，「祈り」それ自体は善い

ことではないか。「祈り」まで否定するのかと

いう反発や，平和と繁栄，幸福を祈ることの

どこが悪いのか，祈るのは当然ではないか，

という反駁が容易に推測できないだろうか。

いうまでもなく，「祈り」と「犠牲の捧げ物」

は「律法の宣言」とならんで，人間の側から

の応答として礼拝祭儀の主要な構成要素であ
(10)

る。そういう聴衆の反論に対する再反論が，

ヤハウェみずから祈りを禁じられたのだと切

り出されているこの箇所であるといえよう。

つづく21節以下で「犠牲」の件が取りあげら

れているのも，この脈絡で読み取れるのでは

ないだろうか。

Ⅱ．エレミヤ7：16-20の釈義上の問題

１．エレミヤ7：16

「あなたは，この民のために祈らないよう

に。彼らのために歓びの祈りを献げないよう

に。わたしに執り成しをしないように。まこ

とに，わたしはあなたに決して聞かないから

だ。」

預言者が祭儀において，民のために執り成

しの祈りを行うのは公的な職務であったこと

を多くの研究者が指摘している。そうであれ

ばなおさら16節の祈りの禁止は，たとえエレ

ミヤ個人にヤハウェが語ったとしても，公的

な意味を帯びているのはあきらかであろう。

また，ミラー（P.D.Miller）は，預言者の執

り成しは実効力があるので，ヤハウェは聞か

ざるをえない。しかし民の現状は聞ける状況

ではないゆえに執り成しが禁じられている，

と指摘している。このようなヤハウェの禁止

は，ぎゃくにエレミヤの祈りがヤハウェに対

して効力をもつがゆえになされた，と預言者

とヤハウェとの活きた応答関係に注目す
(11)

る。

さらにミラーは，否定辞 ‘al）が恒久的な
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意味ではなく，「今は」という意味の用語が使

われている点にも注意を促してい
(12)

る。エレミ

ヤが，民への厳しいヤハウェの審判を告げな

がらも，同時にこれまでにも民のために執り

成してきたであろうことは，エレミヤ11：14

や14：11以下また15：1以下でも祈りが禁

じられていることから逆に示唆されており，

そのような預言者の態度と心情とは銘記すべ

きであろう。

２．エレミヤ7：17

「彼らがユダの諸々の町や，エルサレムの

諸々の通りで何をしているか，あなたは見て

いないのか。」

マッケーン（W.Mckane）は，17節でヤハ

ウェが示しているような現状をエレミヤがど

れほど知っていただろうか，もしエレミヤが

彼らの偶像崇拝の無法ぶりを十分に査察する

なら，なおも民のために執り成そうと固執す

るとはとうてい思われない。それがこの節の

問いのふくみである，としてい
(13)

る。ルンドボー

ムは，これを取りあげ，もちろんエレミヤは

現状を認識していたが，だからといって執り

成しをしてはならないような罪とは理解して

いなかったかもしれない，と反論してい
(14)

る。

いずれにしても，民の偶像崇拝の罪の悪質さ

という程度問題でとらえている点は両者とも

同じである。同様にフィッシャーも，17節の

疑問文が二つの動詞の分詞形で問われている

ことから，18節以下で描かれている違法行為

が長い間にわたって行われていることを印象

づけているとしてい
(15)

る。その指摘はそのとお

りであろうが，やはり民の偶像崇拝のひどさ

に着目するという点では他の多くの研究者と

共通している。

筆者が抱く疑問は，執り成しを禁じられて

いる理由は，はたして民の偶像崇拝の罪の程

度がもはやヤハウェの忍耐の許容量を超える

ほどひどくなったからであろうか，というこ

とである。なぜなら，たとえばソロモンやマ

ナセのようにはなはだしい偶像崇拝や律法違

反を行った時代もあり，アモスやホセアなど

エレミヤ以前の多くの預言者も同じ罪を厳し

く告発し，また執り成しもしてきたからであ

る。ことここにいたってなぜエレミヤだけに

このように祈りが禁じられるのか，そこには

何か程度問題とは異なる別の理由があるので

はないかと疑問に感じても不思議ではないで

あろう。筆者はそれが，ここで問題にされて

いる「天后（天の女王）」崇拝という偶像崇拝

の「性格」と密接にかかわっているのではな

いかという作業仮説を立てて検討していきた

い。

３．エレミヤ7：18

「子供たちは薪を集め，父祖たちは火を焚

き，女たちは練り粉をこねて天后に供えの菓

子を作り，他の神々に注ぎの葡萄酒を注ぐ。

わたしを苛立たせるために。」

ここに描かれている家族総出の偶像崇拝に

ついて，見かけ上の「田園詩」（フィッシャー）

とか，家族の歪曲された協力のおぞましさに

皮肉をこめて語られているととる者が多い。

たしかに，これが偶像崇拝でなければほほえ

ましい家族風景であろう。しかし，ここで考

慮すべきは，これが偶像崇拝の罪であっても

なお，預言者に執り成しを禁じる理由として

挙げられているのはなぜか，という問いであ

る。なぜなら，このような協力はどんな偶像

崇拝でもみられるありふれた光景だからであ

る。とくに祭儀の場合，それぞれの役割が細

部にわたって固定的に定まっている場合はめ

ずらしくない。ここでも，思い思いの自発的

な協力というより，各々の役割と行動形式に

はそれぞれ固有の意味がこめられていたとみ

るべきであろう。それらの意味は今日のわれ

われには文献や考古学的発掘から推し量るし

か術はないが，当時の人々にはごく当たり前
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の自明のことであることが多い。同様のこと

は，天后崇拝が何を意味するのか，という問

題についてもいえよう。

さて，「天后」がどのような偶像と同一視で

きるかについて，クレイギーは，カナンの女

神であるアナトやアシュタルトなどの説を紹

介しながらも，「菓子」（kawwanım：アッカ

ド語からの借用語と解される）との関連から，

アモス5：26にも登場しているアッシリアの

星の神々を思い起こさせると論じ，女王への

言及はヨシアの宗教改革後もユダに残存して

いたアッシリア型の星辰崇拝であったかもし

れない，としている。もしアッシリア型のア

シュタルテであれば近年の考古学的証拠から

もその説は補強されるが，いくつかの女神が

「天」とむすびついており，決定的な同定はで

きない，としてい
(16)

る。

フィッシャーも「天后」がだれを指すのか

不確実としながらも，具体的名称が欠落して

いるのは，軽蔑的な言い回しか，もしかした

らヘブライ語の「女王」に替わる変則的な音

声化かもしれない，と推測する。さらにエレ

ミヤ44：19の詳しい描写から，「菓子」が女

神と深い関わりをもち（かたどって作る），そ

の祭儀の中でかなり重要な要素を占めていた

にちがいない，と解してい
(17)

る。

ルンドボームは，マソラ本文の （mle

ket）は原形が損なわれているので，そのさま

ざまな読み替えの提案を詳しく検討してい

る。そのなかでも，多くの写本とエレミヤ

44：15-25では alephを挿入しml’ktすなわ

ち「軍勢」と読み，「天の女王」と「天の軍勢」

とが同義語であり，70人訳も「天の軍勢」（

στρατιατουουρανου）としていると指摘し

ているが，これはたいへん興味深い示唆であ

る。また，「天の女王」は，直接・間接的にアッ

シリア-バビロニア系の「愛」と「性」と「戦

争」の女神イシュタル（≒アシュタルテ）と

結びついているとも述べてい
(18)

る。

ミラーは，「天后」の祭儀の理由を，エレミ

ヤ44章から「繁栄と利益の追求」や「災難に

遭わない」ためと示してい
(19)

る。同様に他の多

くの研究者も，「天后」をいろいろな異教の

神々と関連づけようと試みてはいるが，同じ

ような「豊饒」「繁栄」「利益」「戦争」などの

性格づけで留まっている。しかし，これらの

偶像崇拝の理由や目的をただ並列的に挙げる

だけでは，ヤハウェが執り成しを禁じ，預言

者がそこで問題としている核心に迫れないの

ではないだろうか。なぜなら，豊饒や繁栄を

願って何が悪いのか，だれでも願っているで

はないか，との反論は容易に想像できるし，

また一定の説得力を持っているからである。

ユダの民がそれを契約の神ヤハウェに求めな

いところに罪があるというのはもっともであ

る。しかし，ここではもはやそのことが問題

とされてはいない。

シュミット（W.H.Schmidt）は，ATDの

新しい版で，「天后」の名称が記されていない

ことについて，おそらく（バビロニア系― ）

アッシリア系の金星の女神イシュタルであろ

うとしながらも，あるいはある土着の祭儀に

関係していて，類似した神観念が結合された

ので，意図的に名前は伏せられたままかもし

れない，と興味深い推測を行ってい
(20)

る。

筆者の見解では，テクストのmleketの

種々の読み替えからも，周辺の異教の女神と

の同定にしても，またエレミヤ44章との関連

（「剣と飢饉によって」18節他）からも，「豊饒・

繁栄」と「軍勢」「戦争」との密接な結びつき

に注目すべきではないか，と考える。また，

「天后」と「他の神々」とを分けて言及してい

ることからも，シュミットの指摘するように

土着の広範な祭儀習慣との結合形の可能性も

高いと考える。ただ問題はそれがどのような

意味と目的をもっていたかである。

４．エレミヤ7：19

「果たしてこのわたしを，彼らは苛立たせて
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いるだろうか― ヤハウェの御告げ― 。む

しろ彼ら自身を，ではないか。自分たちの赤

恥を曝すために。」

修辞疑問文によって，民は「天后」崇拝に

よってヤハウェを怒らせているが，それは彼

ら自身の赤恥となって，彼らが自分自身に対

して怒るような結末になることが強調されて

いる。ただし，フィッシャーやマッケーンな

どのように，ヤハウェは人間によって怒るよ

うにそそのかされたりはしないことが確認さ

れている，とまで解するのは深読みに過ぎる

と思われ
(21)

る。なぜなら，続く20節ではっきり

と「わたしの怒り」「わたしの憤り」と語られ

ているからである。ここでは，ヴァイザーが

言うように，民が願ったこととはまったく逆

の結果を自らに招き，それが彼らの赤恥を曝

すことになるとの趣旨であろ
(22)

う。むしろここ

でも，では民が願っていることとは具体的に

何か，が問われなければならない。

５．エレミヤ7：20

「それ故，主なるヤハウェは，こう言われる，

『見よ，わたしの怒りとわたしの憤りは，この

場所と，人間と，家畜と，畑の木と，地の実

りとに注がれ，それは燃えて，消えることが

ない』と。」

ヤハウェに「主なる」と付加されているの

はエレミヤではこの箇所だけであることは，

多くの研究者が指摘している。フィッシャー

は，たとえ人間がヤハウェに背いても，なお

神は彼らの主であり続ける，とその意味を汲

み取ってい
(23)

る。また，「怒り」と「憤り」との

二重の表現は，何者も引きとどめられないよ

うな非常に強い感情を表わしている，とす
(24)

る。

また，シュミットは，17節が偶像崇拝の広

がりを一般化させて表現していると論じ，そ

れとの関連から，この節でもさらに神の審判

が全般化・普遍化されて強調され，祈るなと

の禁止の根拠づけとされている，と主張す
(25)

る。

それはそのとおりであろうが，筆者はここ

で宣告されている審判の特徴に注目する必要

があると考える。すなわち，「それは燃えて，

消えることがない」との表現は，自然災害と

いうよりは，戦争による全面的な破壊と焼失

であろうということである。そしてこの種の

審判こそが，民がなんとか避けようとして「天

后崇拝」や他の神々に走ってしまった理由で

はなかったのか，という推論をつよく支持し

てはいないだろうか。

Ⅲ．「円盤を持つ女性像」に関する考古

学的研究から

「天后」崇拝を中心としてこの箇所に描かれ

ている祭儀（または慣習）の性格がどういう

ものなのか，その問題を考えるうえでおおい

に参考になると思われる研究が最近出版され

たので，いささか唐突ではあるが，ここで取

りあげておきたい。

デイヴィッド（David T.Sugimoto）は，『レ

バノン南部出土の円盤を持つ女性像と一神教

の形成』という興味深い考古学的研究書を刊

行し
(26)

た。

彼はまず，これまでの考古学的研究の欠点

として，出土物を安易に聖書や古代オリエン

トの文献資料に登場する事物と同定しようと

し，とくに少数の典型的な人体像だけをよく

知られた偶像名と引き合わせようとする先入

観に強く引きずられていたことを挙げてい

る。またその際に豊饒祭儀とすぐに結び付け

るのも根拠がない，と批判する。彼はむしろ，

考古学的発見をあくまで考古学的方法に徹し

て探求すべきであると主張し，それを「円盤

（Disk）を持つ女性像」と判別できる99個の

出土品全部の分析で実行している。

発掘されたすべての「円盤を持つ女性像」

をまず平板状か柱状かに分け，髪型，衣装や

アクセサリー，円盤のサイズと位置や持ち方，
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という細かい形状分析を，それぞれが発掘さ

れた地域（イスラエル，ユダ，〝ペリシテ"，

〝エドム"，トランスヨルダン，フェニキアな

ど）と推定年代，また発掘された場所の性格

（祭儀場，公共的場所，公共的建造物，住居，

墓所など），さらに他の同時出土品などとの関

連もふくめて，可能な限り全体的，総合的な

見地から，それぞれの特徴や使用目的を把握

していこうとする膨大な作業である。

その論証の詳細には立ち入らないが，デイ

ヴィッドは，これらの女性は女神ではなく，

手に持つ円盤は小麦粉のパンや菓子，太陽な

どではなく，手太鼓（Frame-drum）の可能性

が最も高いとしている。また，これらの像は

けっして高価な素材ではなく，王冠や角もな

く，大衆的な広がりがあり，個人的な信心と

同時になんらかのかたちで「公的な」祭儀に

つながっていたとして，お守りや記念品，形

見，捧げ物だったのでは，と推定してい
(27)

る。

これらの円盤を持つ女性たちが表わしてい

る場面状況については，鉄器時代以来定着し

てきたと思われる，手太鼓を打って兵士の勝

利帰還を祝い歓待する光景であり，なおかつ，

それらは戦争を見張る女神（アシュタルテと

思われる）の公的祭儀と結びついていた，と

考古学的に論証している。

著者の問題関心は，あくまで古代イスラエ

ルにおける一神教の形成や歴史的推移をこれ

らの女性像の分析をとおして推論することに

ある。彼は，紀元前10世紀頃まではイスラエ

ル，ユダも含めて広範囲に出土する女性像が，

紀元前９世紀後半以降他の地域からは出土す

るのに，イスラエルでは急に激減している現

象に注目している。それを，それまではカナ

ン的なアシュタルテ崇拝と連動した「手太鼓

を持つ女性像」の戦勝祈願をヤハウェの勝利

を祝う儀式として取り入れていた時期から，

ヤハウェの独自性を主張しようとする集中的

な政策的転換が起こったためではないか，と

推論している。

このような興味深い考察であるが，筆者の

当面の課題とは異なり，また，手太鼓を持つ

女性像を示唆する言及は旧約聖書に多く存在

するもの
(28)

の，エレミヤ書の当該箇所に出てく

るわけでもない。しかしながら，「天后」が星

と戦争の女神アシュタルテであるとの指摘は

多くの研究者が行っているとおり，その可能

性がきわめて高い。ところがそう指摘するに

留まってしまい，なぜユダの民はアシュタル

テ崇拝になびくのか，またそれに付随してど

のような祭儀や慣習が大衆的に行われていた

のかについては，まだ明確にはされていない

と思われる。この点について，デイヴィッド

の分析と考察とは，当時の状況を立体的に再

現してくれる貴重な貢献と考える。

Ⅳ．エレミヤの使信全体の神学的関連

から

なぜ執り成してはならないのか，その理由

として挙げられている「天后」崇拝を中心と

する一連の祭儀的問題を考えるうえで，もう

ひとつ欠かしてはならない検討課題がある。

それは，エレミヤの使信全体とここで描かれ

ている民の実態との関連性である。この件を

上記のデイヴィッドの指摘とも交えて検討し

ていくこととする。

ユダの民に対するエレミヤのメッセージを

要約すれば，神ヤハウェはこれまでの度重な

る民の背信の罪ゆえに，「北からの敵」すなわ

ち台頭してきたバビロニア勢力によって審判

をくだそうとしている。それはもはや避けら

れないから，あなたたちはバビロニアと戦う

のではなく降伏することが神の意思を受け入

れた悔い改めの態度である。自分たちにはエ

ルサレム神殿があり，ダヴィデ王朝への神の

永遠の祝福があるから大丈夫と思ってはなら

ないし，エジプトに依存して防衛戦争をして

も何の役にも立たない。そればかりか，いっ

そうひどい破滅をもたらすだけである，とい
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うものである。これは，人間の通例の政治的

常識や社会通念によってではなく，あくまで

ヤハウェの歴史支配の観点から民の現状や国

際状況を見ていく預言者の姿勢から語り出さ

れた言葉といえる。ブリュッゲマン（W.

Brueggemann）は，こうしたエレミヤのメッ

セージを，ヤハウェの主権性という概念から

包括的に把握しようと試みてい
(29)

る。とくに彼

が，当該箇所に先立つエレミヤ４章―６章で，

軍勢の侵入によるヤハウェの審判が語られて

いることを指摘しているのは，「天后」崇拝と

戦争との関連を確認させる興味深い示唆であ
(30)

る。

このようなエレミヤの基本的な使信とこれ

までの検討とを互いに照合することによっ

て，この箇所の意味がより的確にあきらかに

されるのではないだろうか。

「天后」崇拝が，戦争と星の女神アシュタル

テであれば，エレミヤ7：17，18で述べられ

ている父，子，女たちが行っていたのも戦争

にかかわる祭儀であるとみるのが自然であ

る。そして，女性たちが手太鼓を打って迎え

るのが兵士の勝利帰還の場面とすれば，手太

鼓を持つ女性像はそれを願う家族に対して，

戦争の神アシュタルテの祭儀に付随して配ら

れ（あるいは販売され），家庭での祭儀ないし

お守りとして用いられたと思われる。あるい

は兵士たち自身が無事帰還できるためのお守

りとして所持していたことも十分考えられ

る。その脈絡で，父，子，女たちが行ってい

た儀式も，やはり戦争にかかわり，どちらか

といえばこれから息子を兵士として送り出す

ときの戦勝祈願であったのではないだろう

か。仮に豊饒祭儀の意味が含まれるとしても，

それは戦争の勝利による平和と繁栄であっ

て，たんなる農耕儀礼とは性格が異なるとい

うべきである。そういう意味で，偶像崇拝や

社会的不正の罪のひどさ（それはこれまで預

言者によって厳しく告発されてきた）という

程度問題とも異なる事態がここでは問われて

い
(31)

る。

この推定が妥当だとすれば，ここでヤハ

ウェがエレミヤに「民のために執り成しては

ならない」と禁じられている理由がはっきり

としてくる。すなわち，ユダの民はこれまで

の罪（社会的不正と偶像崇拝）を悔い改めな

いばかりでなく，それに対するヤハウェの歴

史的な審判すらも否定し，バビロニアに対抗

して防衛戦争の準備を行い，審判から逃げよ

うとまったく逆の方向に走っているという実

態が浮き彫りになってくる。ヤハウェが自分

たちを裁くというのなら，われわれはもはや

ヤハウェなど当てにせず，勝利の女神アシュ

タルテに頼ろうではないか，というわけであ

る。エレミヤ書には審判を超えたヤハウェに

よる救済の約束も語られているが，それはあ

くまでヤハウェの前に立ち続けることをとお

して与えられる希望である。ここでの執り成

しの禁止は，ヤハウェの正しい審判の前に立

とうとせず逃げ続けようとする民に対する決

定的な宣告でもあ
(32)

る。
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⑷ P.C.Craigie;“Jeremiah 1-25”(WB),p.123.

⑸ W.L.Holladay;“Jeremiah 1”,p.251.

⑹ A.Weiser；「エレミヤ書」pp.201-202．

⑺ J.R.Lundbom; “Jeremiah 1-20”(AB), p.

474.

⑻ P.C.Craigie；前掲書。p.122．

⑼ 同上。p.122．

⑽ W.Brueggemann；「古代イスラエルの礼拝」

p.48．彼は古代イスラエルの礼拝をヤハウェ

と民との活きた応答関係，対話としての特徴

を強調している。

P.D.Miller; “The Book of Jeremiah”

(NIB),p.638.

同上。p.638．

W.Mckane;“Jeremiah”(ICC),pp.169-170.

J.R.Lundbom；前掲書。p.475．
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P.C.Craigie；前掲書。p.123．

G.Fischer；前掲書。p.306．

J.R.Lundbom；前掲書。p.476．

P.D.Miller；前掲書。pp.638-639．

W.H.Schmidt; “Das Buch Jeremia”

(ATD),p.182.

G.Fischer；前掲書。p.307．，W.Mckane；前

掲書。p.170．

A.Weiser；前掲書。p.203．

G.Fischer；前掲書。p.308．

同上書。p.308．

W.H.Schmidt；前掲書。p.182．

D.T.Sugimoto;“Female Figurines with a
 

Disk from the Southern Levant and The
 

Formation of Monotheism”．なお，以下の

論述は，この書物の概要を本稿の課題と関連

する部分のみ，筆者の責任で紹介したもので

ある。また古代オリエントで使われた「手太

鼓」は，西洋の「タンバリン」とは異なるタ

イプであることも注意されたい。

同上書。p.61．

戦勝祝いの行進では，出エ15：20，士11：34，

サム上18：6，エレ31：4，イザヤ30：32，詩

編68：26など。

W.Brueggemann; “The Theology of the
 

book of Jeremiah”.

同上書。p.86．

エレミヤ44章との関係性は議論の余地はあ

るが，そこでもヤハウェの審判として，「剣」

「飢饉」「疫病」が挙げられている。これらは

申命記史家の典型的表現と考えられている

が，それはともかく，いずれも戦争によって

もたらされる性格の類であることに注目すべ

きである。

エレミヤはユダのこの具体的な状況の中で，

バビロンに対する「自衛」戦争すら，否，「自

衛」戦争こそヤハウェへの決定的な背信であ

ると宣告している。これを一般化して拡大適

用することには慎重であるべきであろう。し

かし一方，自衛権とは短絡的に自衛戦争に直

結するわけではなく，降伏が有効な選択肢で

あることは歴史的諸事例からもあきらかであ

る。まして，このときのユダの民は自分たち

のこれまでの罪過は棚に上げて，とにかく自

分たちだけの繁栄と平和，幸福だけを歴史解

釈の基準として疑わない態度こそ，ヤハウェ

がもはや民のために祈るなと禁じる理由であ

るとすれば，今日のわれわれにも重大な意味

を持っているといえよう。
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［Abstract］

Criticism of the Cult in Jeremiah:

A Consideration of Jeremiah 7:1-8:3
(Part 2・Idolatry and“Defensive”War)

Kiyotaka KOGA

 

The Prophet Jeremiah was prohibited to intercede for the people of Judah by the Lord

(YAHWE). The prophet conveys many severe words of condemnation against the people,

but at the same time he always prays for them. The intercessory activity is regarded as an
 

important official function approved by God. The reason for the prohibition against plead-

ing is that it is an idolatry action among Judah, who should be faithful to their God of
 

covenant. However this paper questions why Jeremiah is prohibited on that condition,

because the people of Judah have committed idolatry for a long time. Is it a matter of
 

degree that God cannot endure any more? This problem is considered by inquiring into the
 

character of“Queen of Heaven”worship and the cultic activities by family co-operation.

The text of Jeremiah 7:16-20 is studied line by line,and it is useful to refer to archeological
 

studies about the female figurines with a disk. Then,similar“Queen of Heaven”cults are
 

compared to each other and their meaning. Finally,it is concluded that the decisive reason
 

for the prohibition of intercession must be trying to escape from God’s historical punishment
 

of the people for idolatry and self-defensive war.

Key words:Prophet,Jeremiah,Cult,Idolatry,Criticism
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